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表－ 中継所受入時間及び休業日

昼夜別 中継所及び受入時間 休 業 日

昼

大黒ふ頭及び幸浦中継所

夏時間（４月～９月）

８：００～１２：００

１３：００～１８：００

秋春時間（１０月・３月）

８：００～１２：００

１３：００～１７：３０

冬時間（１１月～２月）

８：００～１２：００

１３：００～１６：３０

１ 日曜日

２ 毎月第２・第４土曜日

３ ５月連休

５月３日～５日

４ 夏休み

８月１３日～１６日

５ 年末年始

１２月２９日～１月３日

６ 年度末

３月２ 日～３月３１日

７ その他

（１）悪天候等により中継所内の状態が悪い場合

（２）中継所施設の事故及び修理等により受入れ

が困難となった場合

（３）台風接近等により、事前に情報提供する

場合は、横浜港埠頭㈱のウェブサイト「新

着情報」に掲載します。

 

夜

大黒ふ頭中継所

（通年）

１９：００～２４：００

１：００～ ６：３０

 

問い合せ先

大黒ふ頭中継所（搬入ゲート）

住 所：鶴見区大黒ふ頭２０番地

電話・ＦＡＸ：０４５ ５０６ ５９８６

幸浦中継所（搬入ゲート）

住 所：金沢区幸浦一丁目７番地

電話・ＦＡＸ：０４５ ７７１ ８６８１

４ 搬入期間と事前受付

建設発生土を中継所に搬入する期間は、年度を上期と下期に分け、搬入整理券と搬入車証を半

年毎に切り替えて発券しています。（表－２）

なお、４月１日又は１０月１日に搬入を開始する事前受付は概ね２週間前から行います。

表－２ 搬入期間

上期搬入期間 平成３０年 ４月１日～平成３０年９月３０日

下期搬入期間 平成３０年１０月１日～平成３１年３月２３日

（※搬入期間内でも、表 １の中継所休業日は搬入できませんので、前もってご確認ください）
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中継所位置図

大黒ふ頭中継所

幸浦中継所

南本牧ふ頭

本牧ふ頭

大黒ふ頭

（別図１） 
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中継所位置図

大黒ふ頭中継所

幸浦中継所

南本牧ふ頭

本牧ふ頭

大黒ふ頭

（別図１） 
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幸浦中継所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中 継 所 案 内 図
（別図２） 

大黒ふ頭中継所
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大黒ふ頭中継所祝日・夜間は搬入ルートが変わりま
すのでご注意ください。 

祝日・夜間ルート 

幸浦中継所

藤森工業㈱横浜事業所

三菱重工業㈱横浜製作所

高田工業㈱

金沢水再生センター

ナイス㈱
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５  受入料金 
    受入料金は、表－３のとおりです。 

        表－３  受入料金表 
受入料金

券 種

台 あ た り の 料 金（税込み）

昼 間 夜 間

２ ｔ 券

（１．３ｍ３）

５，９８１ 円

（本体価格 円）

７，０９０ 円

（本体価格 円）

４ ｔ 券

（２．７ｍ３）

１２，４２２円

（本体価格 円）

１４，７２５円

（本体価格 円）

１０ ｔ 券

（６．５ｍ３）

２９，９０５円

（本体価格 円）

３５，４５１円

（本体価格 円）

※１ 上段の金額は、本体価格と消費税相当額（８％）の合計です。

※２ 券種は、搬入に使用するダンプトラックの車種によります。

※３ 券種（ ）内のｍ３数は、ほぐし土量です。

６ 搬入申込み手続き

建設発生土を中継所に搬入する場合は、表－４により申込み手続きを行ってください。

申込み手続きは、搬入時期に応じて年度毎に上期と下期にそれぞれ行ってください。（搬入が上

期、下期にまたがる場合は、当該年度の上期と下期にそれぞれ申込みが必要となります。）

（１）申込み手続き

ア 「副申書・建設発生土搬入申込書」（様式１）は、発注者が記入する「副申書」と申込者（元

請会社）が記入する「建設発生土搬入申込書」に分かれています。

イ 「副申書・建設発生土搬入申込書」は記入、押印後、発注者が控を保管し、

① １工事で発生する総土量が ３以上（ほぐし）の工事については、環境創造局技術監

理課が発行する申込書類事前確認通知書の写しと残りの正・副・環境創造局（控）（計３

枚）を埠頭会社に提出してください。

② １工事で発生する総土量が ３未満（ほぐし）の工事については、残りの正・副・環

境創造局（控）（計３枚）を埠頭会社に提出してください。

ウ 発注者は、搬入する中継所を指定（大黒ふ頭又は幸浦）し、昼・夜（大黒のみ）区分を選

択してください。

エ 発注者は「新規・継続」を選択し、○で囲んでください。

例：①新規……当該工事で初めて申込む場合、又は、２回目以降の申込みが上半期を超え

て申込む場合。

②継続……当該工事で同半期内に２回以上申込む場合。

オ 発注者は、土壌汚染対策法の「要措置区域等」の記述欄の「ある」又は「なし」を選択し

○で囲んでください。（必要に応じて、関係書類を提出していただく場合があります。）

カ 副申書年月日は、必ず記入してください。

キ 申込者は、発注者の「副申書」の内容に従い「建設発生土搬入申込書」に必要事項をもれ

なく記入した後、発注者の確認を受けてください。

ク 同一半期内で、継続により搬入申込みをする場合は、前回、搬入整理券引渡しの際、埠頭

会社窓口でお渡しした「確認書」に記載してある「整理番号」を記入してください。

また、申込み時にはその「確認書」を持参してください。
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領収書持参（コピー不可）
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領収書持参（コピー不可）
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領収書持参（コピー不可）
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８ 未使用搬入整理券の払戻し

（１）還付手続き

未使用搬入整理券が生じた場合は、「建設発生土搬入整理券還付請求書」（様式３）に必要事

項を記入のうえ、未使用搬入整理券と合わせて埠頭会社窓口で払戻し手続きを行ってください。

（２）還付請求期限

未使用搬入整理券の還付請求は、券に記載されている還付請求期限内に手続きを終了してく

ださい。請求期限を過ぎた場合は、払戻しができませんのでご注意ください。

この還付請求期限は、上半期又は下半期終了後２か月となっています。（窓口休業日を除く）

上期券（平成３０年９月３０日まで） → 還付請求期限：平成３０年１１月３０日まで

下期券（平成３１年３月２３日まで） → 還付請求期限：平成３１年 ５月３１日まで

９ 未使用券の紛失・盗難等の対応

（１）未使用搬入整理券が紛失、盗難又は汚損等により使用できなくなった場合は、直ちに「建設

発生土搬入整理券紛失・盗難等届」（様式５）に必要事項記入のうえ届け出てください。なお、

汚損等による場合は、当該搬入整理券を添付してください。 
（２）汚損した当該搬入整理券を使用する場合は、再発行いたしますので、受付窓口でお申し出く

ださい。 
（３）紛失・盗難により使用できなくなった未使用搬入整理券については、埠頭会社が届出を受理

した後、当該搬入整理券の使用停止処置を行い、事後の搬入が出来ないように措置します。 
（４）紛失・盗難により、建設発生土搬入整理券を再購入する場合は、新たに搬入申込み手続きを

行ってください。 
（５）当該未使用搬入整理券を還付請求する場合は、還付請求期限内に限り、払い戻しを行います

ので、「建設発生土搬入整理券還付請求書」（様式３）に「建設発生土搬入整理券還付請求承諾

書」（様式６）を添えて、払い戻し手続きを行ってください。 
なお、紛失・盗難した搬入整理券が、使用停止措置以前に使われた場合は、払い戻しは行わ

ないものとします。 

１０ 注意事項

（１）中継所のゲートでは、搬入車証と車両番号を記入した建設発生土搬入整理券（３連綴り、切

離し無効）を係員に渡し、その指示に従ってください。

（２）搬入できるダンプトラックは、「建設発生土搬入車両登録書」（様式２）で登録した車両に限

ります。

（３）搬入開始日前は、中継所に搬入できませんので、事前に「確認書」等でご確認ください。ま

た、搬入開始日の変更はできませんのでご注意ください。

（４）関係法令を遵守し、使用する車両には必ずあおり等で土砂の転落、飛散を防ぐ措置を講じて

ください。

（５）九都県市ディーゼル車規制に適合した車両を使用してください。

（６）搬入された建設発生土に建設発生土以外のものが混入しないように注意してください。

（７）ダンプトラック荷台枠の天端を不当に高くする「さし枠」などを設置したダンプトラックで

の搬入は禁止します。また、アームロール車や「土砂等禁止」車両による搬入はできません。

（８）建設発生土搬入整理券は、第三者に譲渡することを禁止します。

（９）年度を跨って１万ｍ３以上の建設発生土を搬入する場合は、年度毎に事前協議が必要です。

（ ）申込者の社名・代表者氏名等に変更があった場合は、すみやかに登記簿の履歴事項証明書の

写し、又は横浜市入札資格者名簿に登録された内容の変更届を行った後の受付番号の入った写

しを提出してください。
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案 内 図

神奈川県
警察本部

象の鼻パーク

大
さ
ん
橋

山 下 公 園

産業貿易
センタービル

シルク
センター 県民ホール

横浜開港資料館

港郵便局

情報文化センター

中区役所
中 華 街

産業貿易センタービル4階
横浜港埠頭株式会社

横浜公園

横浜地方裁判所

日本大通り駅

神奈川県庁

横浜スタジアム

横浜税関

神 奈 川 芸 術 劇 場
NHK横浜放送会館

関内中央ビル8階
環境創造局技術監理課

横浜市庁舎
関内中央ビル

地下鉄関内駅

Ｊ Ｒ 関 内 駅 Ｊ Ｒ 石川町駅
首都高速出口ランプ


